
柏 市 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 を こ こ に 公 布 す

る 。

平 成 ２ ４ 年 １ ２月 ３ 日

柏 市 長 秋 山 浩 保



柏 市 規 則 第１ ０ ２ 号

柏 市 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 細 則

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 則 は ， 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２

４ 年 法 律 第 ８ ４ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 及 び 都 市 の 低 炭 素 化 の

促 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 ２ ４ 年 国 土 交 通 省 令 第 ８ ６ 号 。

以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と

す る 。

（ 定 義 ）

第 ２ 条 こ の 規 則 に お い て 使 用 す る 用 語 は ， 法 及 び 省 令 に お い て 使

用 す る 用 語 の 例 に よ る 。

２ 前 項 に 定 め る も の の ほ か ， こ の 規 則 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ

る 用 語 の 意 義 は ， そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

(1) 登 録 建 築 物 調 査 機 関 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 に 関 す る 法

律 （ 昭 和 ５ ４ 年 法 律 第 ４ ９ 号 ） 第 ７ ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 登 録

建 築 物 調 査 機 関 を い う 。

(2) 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法

律 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ８ １ 号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 登 録 住

宅 性 能 評 価 機 関 を い う 。

（市 長 が 必 要 と 認 め る 図 書 ）

第 ３ 条 省 令 第 ４ １条 第 １ 項 に 規 定 す る 市 長 が 必 要 と 認 め る 図 書 は ，

次 に 掲 げ る と お り と す る 。

(1) 登 録 建 築 物 調 査 機 関 又 は 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関 が 法 第 ５ ４ 条

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る と 認 め た 場 合 に あ っ て は ，

当 該 登 録 建 築 物 調 査 機 関 又 は 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関 が 作 成 し た

適 合 証

(2) 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 。 以 下 「 基 準 法 」 と

い う 。 ） 第 ６ 条 第 １ 項 ， 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 又 は 第 １ ８ 条 第 ３ 項

（ 法 第 ５ ４ 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 （ 法 第 ５ ５ 条 第 ２ 項

の 規 定 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） を 含 む 。 ） の 規 定 に よ

る 確 認 済 証 の 交 付 を 受 け て い る 場 合 に あ っ て は ， 当 該 確 認 済 証



の 写 し

(3) 法 第 ５ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 又 は 法 第 ５ ５ 条 第

１ 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 を し よ う と す る 者 が ， 法 第 ５ ４ 条

第 ２ 項 の 規 定 に よ り 当 該 申 請 に 併 せ て 当 該 申 請 に 係 る 低 炭 素 建

築 物 新 築 等 計 画 が 基 準 法 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 築 基 準 関 係

規 定 に 適 合 す る か ど う か の 審 査 を 受 け る よ う 市 長 に 申 し 出 る 場

合 に あ っ て は ， 柏 市 建 築 基 準 法 等 施 行 等 規 則 （ 昭 和 ５ ６ 年 柏 市

規 則 第 ３ 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 書 類

（ 取 下 げ ）

第 ４ 条 法 第 ５３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 又 は 法 第 ５ ５ 条

第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 を し た 者 は ， 市 長 が 当 該 申 請 に つ

い て 法 第 ５ ４ 条 第 １ 項 （ 法 第 ５ ５ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 認 定 を す る 前 に 当 該 申 請 を 取 り 下 げ よ う と す る と き

は ， 取 下 げ 届 に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

（ 取 り や め ）

第 ５ 条 認 定 建 築 主 は ， 認 定 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 に 基 づ く 低 炭

素 化 の た め の 建 築 物 の 新 築 等 （ 以 下 「 低 炭 素 建 築 物 の 新 築 等 」 と

い う 。 ） を 取 り や め よ う と す る と き は ， 取 り や め 申 出 書 に 省 令 第

４ ３ 条 第 ２ 項 （ 省 令 第 ４ ６ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に

規 定 す る 通 知 書 を 添 え て 市 長 に 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。

（ 報 告 ）

第 ６ 条 認 定 建 築 主 は ， 法 第 ５ ６ 条 の 規 定 に よ り ， 低 炭 素 建 築 物 の

新 築 等 に 係 る 工 事 が 完 了 し た 旨 の 報 告 を 求 め ら れ た 場 合 に は ， 工

事 完 了 報 告 書 に よ り ，市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

２ 認 定 建 築 主 は ， 法 第 ５ ６ 条 の 規 定 に よ り ， 前 項 の 報 告 以 外 の 報

告 を 求 め ら れ た 場 合 に は ， 状 況 報 告 書 に よ り ， 報 告 内 容 を 説 明 す

る た め の 図 書 を 添 え て ， 市 長 に 報 告し な け れ ば な ら な い 。

（ 改 善 命 令 ）

第 ７ 条 法 第 ５ ７ 条 の 規 定 に よ る 改 善 命 令 は ， 改 善 命 令 書 に よ り 行

う も の と す る。

（ 認 定 の 取 消 し ）

第 ８ 条 法 第 ５ ８ 条 の 規 定 に よ る 計 画 の 認 定 の 取 消 し は ， 認 定 取 消

通 知 書 に よ り 行 う も の と す る 。



（補 則 ）

第 ９ 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定

め る 。

附 則

こ の 規 則 は ， 平 成 ２ ４ 年１ ２ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。


